
高砂市公共施設マネジメント推進委員会条例 

 （設置） 

第１条 市の公共施設マネジメント（公共施設の最適な配置及び有効活用並びに

財政負担の軽減及び平準化を図り、持続可能な行政経営を行う観点から、公共

施設を総合的かつ計画的に管理し、運営し、及び活用する市の取組をいう。次

条において同じ。）について必要な事項を調査審議するため、高砂市公共施設マ

ネジメント推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、公共施設マネジメントに関する次の事項

について、調査審議する。 

 ⑴ 公共施設等総合管理計画（公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進す

るための計画をいう。次号において同じ。）に基づく取組の推進及び進捗管理

に関すること。 

 ⑵ 公共施設等総合管理計画の見直しに関すること。 

 ⑶ 公共施設に係る公民連携事業に関すること。 

 ⑷ 指定管理者制度に関すること。 

 ⑸ その他市長が必要と認める事項 

２ 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し、必要があると認めるときは、市長

に意見を述べることができる。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を

置くことができる。 

 （委員及び臨時委員） 

第４条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者

のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その任を



解くものとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなけ

れば、開くことができない。  

３ 委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半

数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （会議の公開） 

第７条 委員会の会議は、原則として公開する。ただし、高砂市情報公開条例（平

成１２年高砂市条例第３３号）第７条各号に掲げる情報に該当する事項につい

て会議を開く場合は、公開しないことができる。 

 （専門部会） 

第８条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

３ 前項の委員及び臨時委員は、３人以上でなければならない。 

４ 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、当該専門部会に属する委員及び臨

時委員の互選により定める。 

５ 部会長は、当該専門部会の事務を掌理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

７ 前２条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、第

６条第１項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第２項及び第３項中「委

員及び議事に関係のある」とあるのは「当該専門部会に属する委員及び」と読

み替えるものとする。 

 （意見の聴取等） 



第９条 委員会及び専門部会は、必要があると認めるときは、委員及び議事に関

係のある臨時委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

 （秘密の保持） 

第１０条 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第１１条 委員会及び専門部会の庶務は、政策部公共施設マネジメント室におい

て処理する。 

 （委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要

な事項は、委員会が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に開かれる委員会及

び専門部会は、委員会にあっては第６条第１項の規定にかかわらず市長が、専

門部会にあっては第８条第７項において読み替えて準用する第６条第１項の規

定にかかわらず委員長が招集する。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３５年

高砂市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  別表総合政策審議会の項の次に次のように加える。 

公共施設マネジメント推進委員会 
委 員 日額 ９，０００円 

臨 時 委 員 日額 ９，０００円 

 

 

 

 

 



参考(第８条第１項関係)  

委員会の名称 担任事務 

指定管理選定委員会 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条

の２第３項に規定する指定管理者の候補者の選定

に関する業務 

指定管理運用委員会 指定管理者及び施設を所管する部署のモニタリン

グの状況を検証し、かつ施設の管理運営状況を確

認し、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行

う業務 

 


